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実施計画の策定に当たって

１ 実施計画の策定趣旨

実施計画は、市民ニーズに的確に対応し、効果的な事業の推進を図るため、総合計画

において定めた施策の具体的内容や実施時期等を明らかにするものです。

計画期間は、３年間を単位とします。ただし、社会情勢の変化に柔軟に対応し、効果的

に施策を推進していくため、毎年度必要な見直しを行います。

２ 第４次実施計画の策定方針

第４次実施計画は、以下の方針に基づき策定しました。

第６次春日市総合計画 第４次実施計画 策定方針

（令和６年度から令和８年度まで）

１ 実施計画の趣旨

実施計画は、総合計画の基本構想に定める将来都市像の実現を目指し、基本計画に

示した施策を推進する事業（特に、政策的予算(投資的経費)を充当する事業）につい

て、事業採択に係る査定を行い、実施年度、内容、費用及び手法等を明確化するもので

す。

２ 策定方針

(1) 実施計画においては、将来取り組もうとする新たな事業や既存事業の見直しなどの要

求の中から、緊急性、重要度、費用対効果等を勘案した優先度の高い事業を採択し、

総合計画の推進を図ります。

(2) 中期財政計画の投資的経費充当可能一般財源額を超えない範囲（別添１「投資的経

費充当可能一般財源の状況」を参照）で事業を採択することを原則とします。

(3) 新規・拡充事業を要求する場合は、最小の経費で最大の効果を生むよう十分な検討

を行った上で事業設計するとともに、併せて他の既存事業のスクラップ（廃止、規模の

縮小）を検討することを原則とします。

(4) 次に掲げる視点をもって立案された事業の要求を求めます。

ア 社会情勢、市民ニーズの変化に的確に対応する施策であること。

イ 協働のまちづくりに資する施策であること。
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ウ 「第２期春日市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げる２０６０年時の人口１０万

人維持という目標の達成に資する施策（出生率の上昇、転入・転出に伴う人口増の

維持などに効果がある施策）であること。特に、少子高齢化の進行による人口減少、

税収減少という危機を克服しうる施策であること。

エ 今後の財政状況が厳しい見通しであることを踏まえ、持続可能な社会の構築に資

する施策（行財政改革の推進、社会保障費の縮減、公共施設・インフラの老朽化対

策など）であること。

オ デジタル技術の活用により行政課題の解決や市民サービスの改善向上、効率化

に資する施策（ICT（情報通信技術）の活用など）は積極的に検討すること。

カ 長期的視点に立ち全庁的な体制で様々な課題を解決することで都市の魅力を高

める「春日新５０年プラン」の推進に関わる施策。

３ 計画期間

令和６年度から令和８年度まで

４ 査定対象事業

別紙「実施計画査定対象事業一覧表」に定める事業であって、令和６年度から令和８年

度までの３か年に実施する事業

５ 留意事項

(1) 実施計画の査定を経ていない対象事業は、やむを得ない事情がない限り、当初予算

の要求をすることはできません。

(2) 査定結果は、事業の実施を保証するものでなく、当該年度の財政状況、財源の有無

等により、実施時期の見直しをする場合があります。

(3) 実施計画は、翌年度以降３年間のうちに実施する事業が対象であるにもかかわらず、

実施の前年度に初めて要求されるケースが散見されます。査定対象に該当する事業

については、令和７年度以降から実施を予定している事業も、必ず要求してください。

なお、令和６年度に実施を予定する事業について、今回の実施計画で初めて要求が

あった場合は、過年度に要求できなかった理由及び事業実施の緊急性を十分に調書

で説明してください。

６ 査定方法

提出された調書及び所管ヒアリング等の情報をもとに、事業の優先度を政策的に判

断します。査定の流れは、別添２「実施計画に係るスケジュール及び事務の流れ」に示す
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とおりです。

７ 査定結果

査定結果は、以下の区分で示し、Ａ～Ｃ判定の事業を実施計画の事業とします。

区分 結 果 内 容

Ａ 実施 要求どおり事業の実施を認めます。

Ｂ 変更実施

条件実施

事業内容を一部変更し実施を認めます。又は、提示した条件を満たし

た場合のみ、事業の実施を認めます。

Ｃ 延伸実施
計画期間内に実施期間を延伸し、事業の実施を認めます。ただし、次

期実施計画において、改めて査定を行います。

Ｄ 見送り
事業の実施を見送ります。条件を付している場合は、その条件を満た

すまで、要求できません。

Ｅ 保留
一次査定での判断を保留します。担当所管は、二次査定で指定する

内容を説明してください。

Ｆ 対象外
政策的な判断が必要ないため、事業の実施については、当初予算で

査定を行います。
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実施計画査定対象事業一覧表

対象事業 № 内容 事業費

公共建築物の

新設・改築事

業

① 公共建築物の新設・改築等事業（工事、

設計、調査、用地取得などを含む。）

下限なし

公共建築物の

改修等事業

② 公共建築物の既存機能を大きく変更・追

加する改修・増築事業

下限なし

③ 公共建築物の既存機能の維持を目的と

する改修事業で右記のいずれかの額に

該当するもの（経常的に実施している維

持補修は除く。）

単年度事業費 1,000 万円以上

３か年事業費 2,000 万円以上

総事業費 5,000 万円以上

インフラ施設

の新設・改築

事業

④ インフラ施設（道路、橋りょう、下水道、

公園等）の新設・改築等事業（工事、設

計、調査、用地取得などを含む。）

下限なし

インフラ施設

の改修等事業

⑤ インフラ施設の既存機能を大きく変

更・追加する改修・増築事業

下限なし

⑥ インフラ施設の既存機能の維持を目的

とする改修事業で右記のいずれかの額

に該当するもの（経常的に実施している

維持補修は除く。）

単年度事業費 1,000 万円以上

３か年事業費 2,000 万円以上

総事業費 5,000 万円以上

備品等整備事

業

⑦ 機器・システム等を新たに導入する事業

又はシステムの機能を大きく改修する

事業で右記のいずれかの額に該当する

もの

単年度事業費 100 万円以上

総事業費 500 万円以上

新規事業 ⑧ 短期間のみ事業費を要する新たな事業 単年度事業費 100 万円以上

総事業費 500 万円以上

⑨ 経常的に事業費を要する新たな事業 下限なし

拡充事業 ⑩ 既存事業の拡充（給付・補助単価の増額、

対象者の範囲拡大など）

各年度事業費 100 万円以上増

手法や内容を

変更する事業

⑪ 既存事業の手法や内容の変更で経費の

増額を伴うもの

各年度事業費 100 万円以上増

その他 ⑫ 各種基本計画の新規策定及び更新（計画

の内容や位置付けが大きく変更となる

更新に限る。）

下限なし

⑬ 春日新５０年プランに関連する事業

⑭ その他政策的判断を要する事業

別紙
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○ 所管において復活要求の是非を判断

○経営企画部長、経営企画課、財政担当、デジタル政

策担当が行う。事業内容に応じて、人事担当、建築担

当が参加する。

○経営企画課、財政担当、デジタル政策担当が行う。

事業内容に応じて、人事担当、建築担当が参加する。

○ 高度に政策的判断を要する事業等

実施計画に係るスケジュール及び事務の流れ（令和５年度実績）

（時 期） （ 事 務 内 容 ）

令和５年度

４月３日(月)

～６月９日(金)

６月１９日(月) ～

７月２５日(火)

７月３１日(月) ～

８月４日(金)

８月１８日(金) ～

９月４日(金)

※うち８日間

９月１５日（金） ～

９月下旬

９月２７日（水）～

１１月２０日（月）

１１月２１日（火）

別添２

９ 最終結果通知 （経営企画課⇒ 所管課）

○ 復活要求、保留事業等に係る所管説明

復 活 要 求

○ 市長査定【一次】結果の内容説明

６ 市長査定【一次】結果通知（経営企画課 ⇒ 所管課）

○ 市長、副市長に全事業内容説明

○ 事業の実施可否等について協議

個別協議

２ 実施計画調書の作成

３ 実施計画調書の提出（所管課 ⇒ 経営企画課）

５ 市長査定【一次】 （経営企画部 ⇔ 市長、副市長）

経営企画部長協議

４ 所管ヒアリング

１ 実施計画策定方針の周知
※経営会議に附議

（周知報告事項）

７ 市長査定【二次】の資料作成・提出

８ 市長査定【二次】 （所管部 ⇔ 市長、副市長）
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３ 記載項目等の説明について

(1) 施策の体系

総合計画基本計画の政策及び施策の体系に沿って、実施する事業、実施年度及び

担当課を掲載しています。なお、掲載している担当課は令和５年４月１日時点のもので

す。

(2) 事業区分

事業名に併記し、令和５年度以前からの継続事業は（継）、令和６年度以降に新たに

取り組む事業は（新）、春日新５０年プランに関わる事業は（新５０年）と表記していま

す。

(3) 令和６年度の事業

令和６年度に実施する事業を掲載しています。また、令和５年度の補正予算で繰越

明許を行った事業については、（R５繰越）と表記し、令和６年度に実施する事業として

掲載しています。

事業名の横の金額は、令和６年度の事業費（令和５年度に繰越明許を行った事業

の事業費を含む。）の上限額です。ただし、令和６年度中に補正予算による予算措置

を予定している事業や事業費への影響が正確に算出できない事業については、金額

を記載していません。

拡充事業の事業費については、拡充部分のみの金額を記載しています。

(4) 令和７年度以降に予定している事業

令和７年度又は令和８年度に着手を予定している事業を掲載しています。

４ その他

この実施計画は、令和６年３月に策定したものであり、事業内容、事業費等は変更に

なる場合があります。
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【基本目標１ 人と地域がつながり、豊かさとにぎわいを生み出すまち】

政策１‐１ 協働のまちづくりの推進

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【地区公民館等施設大規模改修事業】（継）（新 50年）························· １７８,７６０千円

地区公民館等の長寿命化、バリアフリー化を図るために大規模改修を行います。

令和６年度は、惣利地区公民館の改修工事を行うとともに、桜ヶ丘地区公民館の改修に向けた

設計を行います。

【地区公民館等施設予防保全改修事業】（継）····································· ５１,８７０千円

地区公民館等の維持管理コストの縮減と、施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

のため、地区公民館等の予防保全改修を行います。

令和６年度は、白水ヶ丘地区公民館の改修工事を行います。

【自治会加入促進・地域活性化応援事業（新）········································· ６７０千円

自治会加入率の向上、市内商工業の振興及び地域活性化を目的に、自治会連合会と協働して、

自治会加入促進・地域活性化応援事業、通称「春PASS」を開始します。
はる パ ス

【自治会連合会補助金】（新）························································2,495千円

地区公民館に設置するＡＥＤについて、自治会連合会が主体となってＡＥＤリース事業を行うた

め、自治会連合会補助金にＡＥＤリース分の費用を追加します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

地域コミュニティ活動

の活性化

地区公民館等施設大規模

改修事業
○ ○ ○

地域づくり課

地区公民館等施設予防保

全改修事業
○ ○ ○

自治会加入促進・地域活性

化応援事業
○ ○ ○

自治会連合会補助金 ○ ○ ○
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政策１‐４ 文化芸術の振興

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【ふれあい文化センタースプリングホール舞台照明設備更新事業】（継）······· １０２,３００千円

老朽化が進んでいる施設設備を更新し、質の高い文化・芸術の機会を提供するため、ふれあ

い文化センター新館スプリングホールの舞台照明設備（調光操作卓・調光器盤）の更新を行い

ます。

【ふれあい文化センター特定天井改修事業】（継）·································６７,４９８千円

老朽化が進んでいる施設の安全性の確保のため、ふれあい文化センター新館のスプリングホ

ールとガレリア、旧館のサンホールの各特定天井の改修工事を行います。

【ふれあい文化センター旧館変圧器・コンデンサー更新事業】（継）················· ８,１０６千円

老朽化が進んでいる施設の安全性の確保のため、ふれあい文化センター旧館の電気設備（変

圧器・コンデンサー）の更新を行います。

【ふれあい文化センタースプリングホール舞台機構設備更新事業】（新）

老朽化が進んでいる施設の安全性の確保のため、ふれあい文化センター新館のスプリングホ

ール舞台機構設備の更新を行います。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

文化芸術に親しむ機

会の提供

ふれあい文化センタースプ

リングホール舞台照明設備

更新事業

〇

文化スポーツ課

ふれあい文化センター特定

天井改修事業
○ ○

ふれあい文化センター旧館

変圧器・コンデンサー更新事

業

○

ふれあい文化センタースプ

リングホール舞台機構設備

更新事業

○ ○ ○
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政策１‐６ 文化財の保存・活用

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【発掘調査報告書刊行事業】（継）···················································２,668千円

発掘調査の成果を広く市民に周知するため、過去の調査成果をまとめた報告書を順次刊行し

ていきます。

【奴国の丘歴史資料館（企画展関連）事業】（継）·········································２２千円

奴国の丘歴史資料館において、市民の文化財に対する関心を高め、理解を深めるための企画

展を行います。令和６年度は、前年度に実施した「奴国の鋳造」に関する事業を通じて得た成果

等を報告する考古企画展を実施します。

【特別史跡水城跡(大土居・天神山)整備事業】（継）（新 50年）·················· ３８,９２０千円

特別史跡水城跡（大土居・天神山）整備基本計画に基づき、史跡の整備を行います。令和６年

度は、（仮称）天神山水城跡南側土塁広場の整備に着手します。

【須玖岡本遺跡整備事業】（継）（新 50年）········································１５,５１６千円

弥生時代の「奴国の王都」を身近に感じ、住宅環境と自然、歴史が一体となった整備・活用を図

るため、須玖岡本遺跡の一部の先行整備を進めるとともに、特別史跡化も視野に入れながら

「史跡須玖岡本遺跡整備基本計画」の策定に着手します。

【春日市の民俗「むかしの生活誌」復刻版作成事業】（新）···························２,０２４千円

昭和56～62年に刊行された「むかしの生活誌」をデジタルデータ化するとともに、復刻版を刊

行します。地域の歴史を後世へ語り継ぐためのツールとして活用します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

文化財の記録・保存 発掘調査報告書刊行事業 ○ ○ ○

文化財課

文化財の整備・活用

奴国の丘歴史資料館（企画

展関連）事業
○ ○ ○

特別史跡水城跡(大土居・

天神山)整備事業
〇 〇 〇

須玖岡本遺跡整備事業 〇 〇 〇

春日市の民俗「むかしの生

活誌」復刻版作成事業
〇



10

政策１‐７ 産業の振興

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【創業支援等事業補助金事業】（継）················································· １,１９７千円

地域の活力と商工業の活性化を図るため、市商工会と連携し、「特定創業支援等事業」により

本市における創業を支援していくとともに、中小企業の経営の安定化に努めます。

【市民農園管理運営費助成金】（新）（新 50年）·····································１,５９１千円

市民の農業体験の機会を確保するため、農地を利用した市民農園をより安定的に運営できる

よう、所有者の負担軽減として、市民農園運営にかかる助成金を増額させるなど補助制度を充

実させます。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

商工業の活性化
創業支援等事業補助金事

業
○ ○ ○

地域づくり課

農地の活用
市民農園管理運営費助成

金
○ ○ ○
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【基本目標２ 安心して子育てができ、子どもがすくすくと成長できるまち】

政策２‐１ 妊娠・出産・子育て支援の充実

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【母子保健業務ＤＸ化推進事業（拡充）】（継）······································ １２,７１３千円

妊娠期から出産、子育て期までの支援の充実を図るため、すでに市が導入している電子母子

手帳アプリの機能を拡充し、医療機関と連携して乳幼児健康診査受診結果及び小児予防接種

歴の登録管理ができる機能を追加します。

【保育料見直し】（新）······························································ ７５,２５１千円

保護者の経済的負担が小さくなるよう、世帯の所得に応じた階層区分を細分化し、よりきめ細

やかな保育料の設定とするとともに、保育料の全体的な引き下げを行います。

【就学前教育・保育施設整備補助事業】（新）···································· ２０８,８９６千円

老朽化している岡本保育所について、公私連携保育法人による建替え及び増床を行います。

また、令和７年度からの供用開始とともに、利用定員を増やします。

【障害児保育事業拡充】（継）······················································ ２０,９６５千円

認可保育所における障がい児等の受入数の増加に伴い、配置している加配保育士について、

受入状況を踏まえた補助人数の拡充を行います。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

母子保健の向上
母子保健業務ＤＸ化推進事

業（拡充）
○ ○ ○ 子育て支援課

保育環境の充実

保育料見直し ○ ○ ○

こども未来課
就学前教育・保育施設整備

補助事業（岡本保育所）
○ ○

障害児保育事業拡充 ○ ○ ○
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政策２‐２ 子どもの健全育成

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【すくすくプラザ長寿命化事業（予防保全改修）】（継）···························１６１,９９７千円

老朽化が進んでいる施設の長寿命化を図るため、すくすくプラザの空調更新工事と防水・外壁

等の改修工事を行います。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

子どもの健やかな育ち

の促進

すくすくプラザ長寿命化事

業（予防保全改修）
〇 子育て支援課
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政策２‐３ 学校教育の充実

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【教員業務支援員配置事業】（新）··················································１５,００８千円

教職員の業務負担を減らし、子どもたちに向き合う時間を増やすため、全校１名ずつ配置して

いるスクール・サポート・スタッフを、教員業務の支援員として継続して配置します。

【不登校対策推進事業（拡充）】（継）················································· 5,１８４千円

増加している不登校児童生徒に対する支援を充実するため、スクールソーシャルワーカーを３

名から６名に倍増し、小学校に配置する教育相談員を１名増員します。

教職員だけでは対応が困難な事例等に対し、学校・福祉・医療等の関係機関のネットワーク通

した包括的な支援体制を強化します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

きめ細やかな指導体

制の一層の充実

教員業務支援員配置事業 ○ ○ ○ 教育総務課

不登校対策推進事業（拡

充）
○ ○ ○

学校教育課

医療的ケア児教育支援事業 ○ ○ ○

部活動指導員配置事業（拡

充）
○ ○ ○

指導主事追加配置事業 ○ ○ ○

統合型校務支援システム導

入事業
○ ○ ○

校内ネットワーク更新事業 ○ ○ ○

教育用ＩＣＴ活用支援事業 〇

安全・安心な教育環境

づくり

小中学校大規模改修事業 ○ ○ ○

教育総務課
春日東中学校屋内運動場

改築事業
○ ○ ○
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【医療的ケア児教育支援事業】（新）················································· ３,0８０千円

医療的ケアが必要な児童を市内小中学校で受け入れることができるよう、体制づくりを進めま

す。

【部活動指導員配置事業（拡充）】（継）·············································· ２,６７３千円

部活動に係る指導内容の充実、生徒の安全の確保、教員の負担軽減を図るため、各中学校に

部活動指導員を配置・増員します。

【指導主事追加配置事業】（新）

学校への指導助言や教員の研修、保護者の相談対応などを行う指導主事について、現在１名

体制で対応をしています。複雑化する教育環境の様々な課題に的確に対応するため、指導主

事１名の追加配置を行います。

【統合型校務支援システム導入事業】（新）········································ １５,４４４千円

教職員の業務を効率化し、教職員が児童生徒に向き合う時間を確保するため、筑紫地区をモ

デルとした統合型校務支援システムを導入します。

【校内ネットワーク更新事業】（新）···············································２０１,４２０千円

統合型校務支援システムの導入に向けて、小中学校教職員が使用する校務系パソコンの更新、

ネットワークの無線化・再構築を実施します。

【教育用ＩＣＴ活用支援事業】（新）················································· ２６,５３２千円

児童生徒一人一台のタブレット端末を活用した授業の充実を図るため、ＩＣＴ支援員の配置など

民間の専門知識を生かした活用支援を行うとともに、安定的なＩＣＴ環境の提供を図ります。

【小中学校大規模改修事業】（Ｒ5繰越・継）····································· ３８１,６６８千円

小中学校施設の教育環境の確保と長寿命化を図るため、計画的に大規模改修を行っています。

令和６年度は、南中学校の改修を完了させるとともに、春日中学校の改修に向けた設計に着手

します。

【春日東中学校屋内運動場改築事業】（新）······································· ３３,９８８千円

安全で安心できる学習環境を整備するため、老朽化が進んでいる春日東中学校の屋内運動

場の建替えを行います。令和６年度は、建替えに向けた設計に着手します。
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【基本目標３ みんなで支え合い、誰もがすこやかにいきいきと暮らせるまち】

政策３‐１ 健康づくり支援の充実

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【いきいきプラザ特定天井改修事業】（継）········································８６,４７３千円

施設の安全性の確保のため、いきいきプラザの特定天井の改修工事を行います。

政策３‐４ 地域共生社会の推進

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【市中央部市民活動交流拠点複合整備事業】（継）（新 50年）··················154,８５６千円

市中央部エリア（大谷地区の総合スポーツセンター、ふれあい文化センター周辺）には、地域共

生社会の拠点となる新たな複合施設を整備し、誰もが行きやすく行きたくなるエリアとすること

で、市民活動と交流の拠点づくりを強化推進します。

令和６年度は、基本構想に基づく基本設計を行いつつ、令和７年度以降の実施設計、造成、工

事に向けて、樹木撤去や文化財調査、仮設バスセンター整備を進めていきます。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

健康づくり活動の推進
いきいきプラザ特定天井改

修事業
〇 健康課

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

地域福祉の推進
市中央部市民活動交流拠

点複合整備事業
○ ○ ○ 経営企画課
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政策３‐７ 社会保障制度の適正な運営

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【こども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療費支給事業（拡充）】（継）···８０,２２８千円

全ての子どもたちの健やかな成長と安心して子育てができる環境づくりのため、令和６年１０月

診療分から、対象を高校生世代までに広げるとともに、通院及び入院医療費の窓口負担を無

料化する取り組みを実施します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

公費医療制度の適正

な運営

こども医療・重度障害者医

療・ひとり親家庭等医療費

支給事業（拡充）

○ ○ ○ 国保医療課
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【基本目標４ 良好な住環境の中で、安心して快適に暮らせるまち】

政策４‐１ 良好な住環境の確保

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【景観計画策定業務】（継）（新 50年）·············································１４,３７４千円

良好な居住環境の向上や本市特有の地域景観を育み、市民と協働して地域への愛着の形成

を図るとともに、市内外に本市の魅力を発信するため、春日市景観計画を策定します。

【市営住宅建替事業】（継）···················································· １,０４６,５３６千円

住宅セーフティネットの充実を図るために供給している市営住宅について計画的な建て替えを

行い、安全で安心に暮らせる住環境の提供に努めています。

令和６年度は、双葉市営住宅の第２期建設工事を行うとともに、上白水市営住宅のＩ棟建設・外

構工事を行います。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

景観の形成 景観計画策定業務 〇 ○ 都市計画課

市営住宅の整備 市営住宅建替事業 ○ ○ 管財課
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政策４‐２ 交通体系の整備・維持

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【那珂川宇美線整備事業（下白水西工区）】（継）（新 50年）······················６０,３３４千円

県が実施する都市計画道路那珂川宇美線整備事業（下白水西工区）に対し、地元負担金を支

出します。

【長浜太宰府線整備事業（須玖北工区）】（継）（新 50年）······················· １１９,１６７千円

県が実施する都市計画道路長浜太宰府線整備事業（須玖北工区）に対し、地元負担金を支出

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

都市計画道路の整備

那珂川宇美線整備事業

（下白水西工区）
○ ○ ○

道路管理課

長浜太宰府線整備事業

（須玖北工区）
○

長浜太宰府線整備事業（須

玖北工区）に伴う市道付替

整備事業

〇

小倉紅葉ヶ丘線整備事業 ○ ○ ○

光町大土居線整備事業 ○ ○ ○

一般道路の整備

道路ストック長寿命化補修

事業
○ ○ ○

第１３４４号路線道路改良事

業
〇

側溝整備事業 ○ ○ ○

交通結節点の整備

西鉄春日原駅周辺整備事

業
○ 〇 〇

西鉄天神大牟田線立体交

差事業
○

公共交通体系の整備
コミュニティバス事業（高齢

者運賃無料化、路線増設）
○ 〇 〇 都市計画課
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します。

【長浜太宰府線整備事業（須玖北工区）に伴う市道付替整備事業】（継）（新 50年）····３１,１７６千円

県が実施する都市計画道路長浜太宰府線整備事業（須玖北工区）に伴い、地域住民の生活利

便性の向上のため、市道の付け替えを行い、区間中央部に交差点を整備します。

【小倉紅葉ヶ丘線整備事業】（継）（新 50年）······································· ８,９１７千円

交通渋滞の緩和と市民活動交流拠点に位置づける市中央部へのアクセス強化のため、小倉紅

葉ヶ丘線等の整備を推進します。

【光町大土居線整備事業】（継）（新 50年）········································· ８,０３０千円

交通渋滞の緩和と歩行者の安全の確保、市民活動交流拠点に位置づける市中央部へのアクセ

ス強化のため、光町大土居線の整備を推進します。

【道路ストック長寿命化補修事業】（継）··········································２５８,９９１千円

市内道路等の長寿命化のため、道路附属物、雨水暗渠、舗装等のメンテナンス工事を計画的

に実施します。

【第１３４４号路線道路改良事業】（新）············································· ２９,１１６千円

交通安全の向上と交通渋滞の緩和を目的として、県が実施した「県道那珂川大野城線道路改

良工事」の接続道路を改良します。

【側溝整備事業】（継）······························································２９,8６６千円

都市環境の向上を図るため、老朽化が著しい側溝の改修や蓋設置等を計画的に実施します。

【西鉄春日原駅周辺整備事業】（継）（新 50年）·································４２６,７７１千円

県が実施する西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に連動し、市の都心（中心拠点）にふさわ

しい賑わいのある空間形成の基盤づくりや交通結節機能の強化を図るため、春日原駅前広場

や周辺道路等の整備を実施します。

【西鉄天神大牟田線連続立体交差事業】（継）（新 50年）······················ １４４，４７９千円

県が実施する西鉄天神大牟田線連続立体交差事業に対し、地元負担金を支出します。

【コミュニティバス事業（高齢者運賃無料化、路線増設）】（新）（新 50年）········ ５，６４０千円

７０歳以上の高齢者を対象とした運賃無料化を実施するとともに、路線の新設について検討を

進めます。
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政策４‐３ 上下水道の維持・保全

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【道路整備事業に伴う下水道施設の再整備事業】（継）···························３１,８00千円

県道拡幅事業による道路の拡幅や街路整備事業による道路新設に伴い、公共下水道への接

続や維持管理の効率化を図るため、県道歩道部や新設道路等に汚水枝線を築造します。

【春日市維持管理計画（雨水）に基づく浸水対策施設の築造事業】（継）······· １５３,000千円

局所的な集中豪雨等に伴う浸水被害を軽減するため、雨水幹線の改良、内水浸水想定区域図

の作成などを行います。

令和６年度は、引き続き、小倉第１雨水幹線の改良工事を行います。

【下水道料金システム改修事業】（新）··············································· ２,８５５千円

下水道料金の支払い方法について、コンビニ納付及びペイ払いを追加するシステム改修を行

い、利用者の利便向上及び下水道使用料収納率の向上を図ります。

【下水道維持管理計画事業】（継）··············································· １３２,００0千円

老朽化が進んでいる下水道施設の長寿命化を図るため、施設の点検・調査、修繕・改築を計画

的に行います。

令和６年度は、引き続き、汚水施設の点検及び改築設計と雨水施設の改築工事を行います。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

汚水施設の整備
道路整備事業に伴う下水道

施設の再整備事業
○ ○ ○

下水道課

雨水施設の整備

春日市維持管理計画（雨

水）に基づく浸水対策施設

の築造事業

○ ○ 〇

下水道事業の安定経営

下水道料金システム改修事

業
○

下水道維持管理計画事業 ○ ○ ○
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政策４‐４ 憩いの空間の整備・維持

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【樹木安全管理・景観形成事業】（継）（新 50年）·································15,000千円

市が管理する樹木について、台風等での倒木による、歩行者等への被害を未然に防ぐため、樹

木の健全度を計画的に調査し、危険性が高い樹木を撤去します。また、樹木撤去後の対応につ

いては、「街路樹等景観形成計画」を策定し、同計画に基づき、樹木の植栽を行います。

【公園施設の改築・更新事業】（Ｒ５繰越・継）（新 50年）··························· ２,９５８千円

公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減のため、老朽化した遊具の改築・更新

を行います。

【都市公園土地活用・機能向上事業】（継）（新 50年）····························１７,５00千円

将来の人口動態や利用者のニーズを踏まえた都市公園の利活用の促進を図るため、都市公園

の積極的な土地活用や機能向上を行います。

令和６年度は、公園でボール遊びができるルール作りを引き続き行い、こどもまんなか公園づく

り支援事業を活用して、金口池公園及び元宮公園のフェンスを改修します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

自然環境の保全
樹木安全管理・景観形成事

業
○ ○ ○

都市計画課

公園、緑地の整備

公園施設の改築・更新事業 ○ ○ ○

都市公園土地活用・機能向

上事業
○ 〇 〇

市民活動交流地区緑化推

進事業
○ 〇 〇

水と緑のネットワーク形成事

業
○ 〇 〇

春日西多目的広場公園整

備事業
○ 〇 〇

都市計画課

道路管理課

ため池の保全等 ため池防災減災事業 〇 〇 〇 下水道課
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【市民活動交流地区緑化推進事業】（継）（新 50年）····························１５３,７８２千円

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業を活用して、市中央部に位置する市民活動交流地

区の緑化を推進します。

令和６年度は、大南公園の用地取得と大谷緑地の用地測量を行います。

【水と緑のネットワーク形成事業】（新）（新 50年）······························· ５４,０００千円

市南部エリアを「水と緑のネットワーク形成地区」と定め、公園やため池などのグリーンインフラ

を最大限活用し、緑化の推進や公園の整備を行います。

令和６年度は、白水大池公園、大牟田池自然公園、紅葉ヶ丘第３公園、惣利公園、大丸池自然

公園の測量設計を行います。

【春日西多目的広場公園整備事業】（新）（新 50年）························· １,０２２,３７１千円

市西部のスポーツ・レクリエーション拠点としての西野球場の保全、防災機能の維持・向上及び

市指定史跡「原遺跡」を活用するため、西野球場及び北側隣接地等を、多目的広場を中心とし

た地区公園として整備します。

令和６年度は、西野球場部分の民有地の用地買収と、春日西多目的広場公園の西側部分の整

備及びＪＲ博多南駅から同公園までの道路改良に向けた測量設計を行います。

【ため池防災減災事業】（継）（新 50年）·········································· １０,０００千円

ため池の決壊による被災を防ぎ、周辺住民の生命や財産を守るために、点検調査等によりため

池の現状を把握し、改修工事等の必要な防災減災事業を実施します。

令和６年度は、上散田池の耐震評価を行います。
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政策４‐５ 環境保全と循環型社会の推進

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【地球温暖化対策実行計画策定事業】（新）········································· ９,５７３千円

2050年度 CO2排出量実質０（ゼロ）を目指して、改定地球温暖化対策推進法に基づく実行

計画の改訂を行います。

【太陽光発電設備の導入調査事業】（継）············································９,９００千円

２０５０年度CO2排出量実質0（ゼロ）を目指して、公共施設（建物や駐車場、土地、ため池）へ

の太陽光発電導入可能性調査を行います。

【可燃ごみ細組成調査及び一般廃棄物処理基本計画見直し事業】（継）············５,６２３千円

環境負荷の低減や環境行政の円滑な推進のため、可燃ごみの組成調査、ごみ処理量の推

計、ごみ減量施策の検討等を行い、一般廃棄物処理基本計画を見直します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

地球環境の保全

地球温暖化対策実行計画

策定事業
〇

環境課

太陽光発電設備の導入調

査事業
〇

循環型社会の推進

可燃ごみ細組成調査及び

一般廃棄物処理基本計画

見直し事業

〇 〇
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政策４‐６ 防災体制の充実

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【洪水ハザードマップ作成事業】（新）················································４,２４１千円

想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域に対応するハザードマップを作成し、市民

へ注意喚起を促すとともに、防災意識の向上や防災対策の推進を図ります。

【ArcGIS による災害情報共有システムの導入事業】（継）··························· ２７８千円

災害時の危機管理体制を強化するため、被害報告の即時性と正確性に優れたＡｒｃＧＩＳによる

災害情報共有システムを導入します。

【春日市消防団消防ポンプ自動車更新事業】（継）································ ２７,５５１千円

地域防災を担う消防団の装備の充実を図るために、老朽化している市消防団の本部分団の消

防ポンプ自動車を更新します。

【消防団員処遇改善事業】（新）······················································ ２,３１３千円

国の基準額を満たしていない階級の年額報酬額と出動手当の災害対応分（火災・風水害）を国

の基準額まで引き上げを行い、消防団員の処遇改善に努めます。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

災害対策の推進

洪水ハザードマップ作成事

業
〇

安全安心課

ArcGIS による災害情報共

有システムの導入事業
〇 〇

消防・救急体制の充実

春日市消防団消防ポンプ自

動車更新事業
〇

消防団員処遇改善事業 〇 〇 〇
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【基本目標５ 持続可能で、市民から信頼される行政経営】

政策５‐１ 効果的・効率的な行政運営

（1） 施策の体系

（2）令和 6年度の事業

【第６次総合計画後期基本計画策定事業】（新）····································· ２,１８１千円

第６次総合計画後期基本計画の策定に向けて、市民意識やニーズの変化を把握するための

「市民意識調査」などに取り組みます。

【まち・ひと・しごと創生総合戦略（次期計画）策定事業】（新）······················ ６,３０８千円

人口減少・少子高齢化社会へ的確に対応し、将来にわたって活力ある地域社会を維持していく

ための基本的な方向性や具体的な施策等を示す第３期総合戦略を策定します。

【電子契約導入事業】（新）······························································１８２千円

現行の紙・押印による契約から電子文書・電子署名による契約方式に移行するため、電子契約

を導入します。

【内部情報システム更新事業】（継）················································４８,０７０千円

保守期限が経過する財務会計等内部情報システム（ＩＰＫ）のバージョンアップを行います。

【庁内統合型及び公開型地理情報システム（ＧＩＳ）更新事業】（継）···············２0,606千円

行政運営の効率化を図るため、庁内外で利用している地理情報システム（ＧＩＳ）を統合の上、更

新します。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

行政マネジメントの推

進

第６次総合計画後期基本計

画策定事業
○ 〇

経営企画課
まち・ひと・しごと創生総合戦

略（次期計画）策定事業
○

電子自治体の推進

電子契約導入事業 ○ 〇 〇 財政課

内部情報システム更新事業 ○ 〇 〇

デジタル政策課庁内統合型及び公開型地理

情報システム（ＧＩＳ）更新事

業

○ 〇 〇
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政策５‐２ 持続可能な財政運営

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【市庁舎長寿命化事業】（継）···················································· ９２９,４００千円

市庁舎の長寿命化を図るための改修工事等を実施しています。

令和６年度は、電気設備改修工事、特定天井改修工事、駐車場ゲート更新工事、市民駐車場

通路灯更新工事を行います。

政策５‐３ 透明性・公平性の高い行政運営

（1） 施策の体系

（2） 令和6年度の事業

【公共料金明細サービス（公振くん）導入事業】（新）··································· １８７千円

ペーパーレスの推進と業務効率化のため、公共料金の支払いを一括で行うことができるサービ

スを導入します。

【ペーパーレス会議システム導入・運用事業】（新）···································１,１２２千円

円滑な議会運営と資料印刷等のコスト削減のため、ペーパーレス会議システムを議会に導入し

ます。

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

持続可能な財政運営 市庁舎長寿命化事業 ○ 管財課

施策名 事業名
実施年度

担当課
R６ R７ R８

適正な財務事務処理
公共料金明細サービス（公

振くん）導入事業
○ ○ ○ 会計課

円滑な議会運営
ペーパーレス会議システム

導入・運用事業
○ ○ ○ 議事課
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（参考資料）投資的経費充当可能一般財源の状況

（単位：百万円）

※1 表中の数値は、令和５年度中期財政計画に基づいています。

※2 歳入のその他は、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金を控除した額で、臨時財政対策債を含

みます。

区 分 令和６年度 令和７年度 令和８年度

歳

入

市 税 14,024 14,079 14,135

地 方 交 付 税 4,593 4,489 4,389

そ の 他 (※2) 4,468 4,467 4,467

歳 入 合 計

（A）
23,085 23,035 22,991

歳

出

人 件 費 3,993 3,876 4,038

公 債 費 2,523 2,548 2,590

扶 助 費 4,298 4,298 4,298

そ の 他 11,018 11,830 10,859

歳 出 合 計

（B）
21,832 22,552 21,785

投資的経費充当一般財源

（A）-（B）

1,253

（1２億 5,500 万円）

483

（４億 8,300 万円）

1,206

（12 億 600 万円）



第 6 次春日市総合計画

第 4 次 実 施 計 画

令 和 6 年 3 月 策 定

春日市経営企画部経営企画課


